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１．社会福祉法人の有り様と会計 

 
１．社会福祉法人制度の成り立ち 

 児童福祉や障害者福祉といった社会福祉事業は、第２次大戦後にその

骨格を形成してきました。そして昭和２６年に現在の社会福祉法の前身

である社会福祉事業法が制定されました。社会福祉法人は、この社会福

祉法第２２条において「社会福祉事業を行うことを目的として、この法

律に定めるところにより設立された法人をいう」と規定され、成立した

ものです。 

 

社会福祉の歴史を

ひも解くと、実際

には古代にさかの

ぼることができま

す。 

 

 

昭和２６年当時は、社会福祉法人は、社会事業家がその個人的資産を

提供して設立し、その能力と責任によって運営がなされるものと考えら

れていたのですが、昭和４０年代に措置委託制度が確立されました。 

 措置委託制度とは、いわゆる社会的弱者を行政がその責任において各

種社会福祉施設に措置委託し、それら施設を運営する社会福祉法人は原

則としてその受託拒絶が出来ないという制度です。この措置委託制度の

下で社会福祉法人はその利用者を行政から割り当てられ、その事業のた

めの費用も行政から措置費として支弁されてきました。 

 このような措置委託制度のもとでは、社会福祉法人は、その行う社会

福祉事業については行政から支弁される措置費に前面的に依存するこ

とになります。このことは次のように図示することができますが、ここ

に過去の社会福祉法人の大きな特徴があります。 

 
     

↓ 措 置 費  
↓ 措 置 費  

  法 人 本 部   
Ａ 事 業  

Ｂ 事 業  

  
費用支弁なし   

↓ 支 出  
↓ 支 出  

 

 また、このような措置委託制度のもとでは、行政から支出された公費

である措置費が、正しく目的どおりに支出されているかどうかに大きな

関心が向けられます。そのようなことから会計についても、措置費とし

て支出された資金の収支を明確にすることが要請されます。いわゆる

｢資金収支｣の会計が重視されることになるのです。 

日本国憲法８９条

｢公金その他の公

の財産は、宗教上

の組織若しくは団

体の使用、便益若

しくは維持のた

め、又は公の支配

に属しない慈善、

教育若しくは博愛

の事業に対し、こ

れを支出し、又は

その利用に供して

はならない」 
つまり｢措置費｣と

いっても社会福祉

法人に対して支出

すると、憲法違反

となります。あく

まで、行政が措置

すべき事業の費用

に充てるものとし

て支弁されるもの

です。 
 
 
 
左の｢資金収支｣の

会計のために昭和

５１年に制定され

たのが｢経理規程

準則｣です。 



 3

 
２．これからの社会福祉法人と会計 

 社会福祉サービスを利用する人と提供する施設の対等な関係を築く

こと。施設の努力が法人経営に反映されること。それらのことを狙いと

して従来の措置委託制度は大きく見直されることになりました。 

 平成１２年４月には介護保険制度がスタートし、介護事業は従来の措

置制度から保険制度に切り替わることになりました。制度上、利用者は

自らの意思で利用施設を選択することができます。施設側から見れば、

施設が選ばれる対象になったということです。そして平成１５年から

は、ほとんどの社会福祉施設がこのような契約制度に切り替わることと

なります。 

 このような契約制度の下では、サービスの良い社会福祉法人には利用

者が集中し、そのような法人では、集まった資金によってさらに良質な

サービスを提供することも可能です。他方、人気のない施設には利用者

が集まらないということもあり得るでしょう。 

 

少子高齢化社会の

到来や国・地方自

治体の財政の問題

もあると思いま

す。 

社会福祉事業法が

社会福祉法に改正

されたのも、そし

て新しい会計基準

(平成１２年社援

施第３１０号。以

下｢会計基準｣と記

載します)が制定

されたのもこの年

です。 

 

 このような時代にあっては、会計も、単に資金の収支だけを見ている

訳には行きません。収入がどうなっているのか、そして法人全体の資産

や負債(今のところは「借金」と考えていただいて結構です)がどうなっ

ているのか、経営のバランスはとれているのか。そのようなことを総合

的に見ることのできる会計が必要とされます。 

 以上のことから、「会計基準」に基づく現在の社会福祉法人の会計で

は、次の三つの計算書類が最も重要なものと考えられます。 

① 貸借対照表 

 社会福祉法人の持っているあらゆる資産と負債を対照させ、資産－負

債の差額としての法人の純資産を示したもの。 

 

法人全体の資産か

ら法人全体の負債

を差し引いたもの

を純資産と呼んで

います。 

② 資金収支計算書 

 社会福祉法人の資金が、どのような原因で増減したかを明らかにした

もの。 

③ 事業活動収支計算書 

 社会福祉法人の純資産が、どのような原因で増減したかを明らかにし

たもの。 

 この本の「入門編」は、上の三つの計算書類(便宜上この本では「財

務三表」と呼びます)について、基本的な理解をすることが目標です。 

社会福祉法人は公

的な資金も扱って

いますので、資金

収支を明確にする

ことも必要です。

事業活動収支計算

書は一般事業会社

では｢損益計算書｣

と呼んでいるもの

に相当します。 
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２．基本になる貸借対照表をまず理解しよう！ 

 
１．会計の基礎は貸借対照表 

 社会福祉法人の「会計基準」でも、そして通常の企業会計でも変わる

ことなく存在するのは貸借対照表です。 

 元々、簿記会計は経営体の“財産”を管理するために生まれました。

この経営体の財産をあらわしたものが“貸借対照表”なのです。 

 
 
 

 
 
 

｢経営体｣はここで

は、企業・官庁・

社会福祉法人など

を包括した言葉と

して使っていま

す。 
 

２．貸借対照表ってナニ？ 

 くどくど説明するより前に、貸借対照表の姿をお見せしましょう。 

 それは右頁のような表です。 

 貸借対照表の左側には資産が計上されます。これは常識的に言って

“財産”と呼べますね。しかし、その資産は一体何によって得られたの

でしょう？ 皆さんが３０００万円のマンションを持っていたとして

も(これが資産です)、もしローンが２０００万円残っているとすると

(これが負債です)、正味の財産は１０００万円だ(これが純資産です)と

考えませんか？ 

このように「資産」と、「負債・純資産」とは表裏一体なのです。こ

れを一覧に示したものが貸借対照表（以下この本では主にＢ／Ｓと記載

します）です。 

 
 
 

貸借対照表は、左

右の金額がバラン

スした表なので、

Balance Sheet 
(バランス・シー

ト)と呼んでいま

す。「Ｂ／Ｓ」と

書いて「バラン

ス・シート」と読

みます。ときには

字の通り「ビー・

エス」とも言いま

す。 

  
← お金はどこから出てる？ 

 
 

 

エッ！ 

２０００万円は 

銀行ローン・・・ 

３０００万円のマンション 

 

 

・・・とすると、現在の純資産は 

     ・・・１０００万円！ 
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これが貸借対照表(Ｂ／Ｓ)です！ 
 

流動負債 

短期運営資金借入金 
未 払 金 
固定負債 
設 備 資 金 借 入 金

120 

30 
90 
80 

80 

流動資産 

現 金 預 金 
未 収 金 
貯 蔵 品 
立 替 金 
短 期 貸 付 金 
仮 払 金 

150 

45 
70 
5 

10 
15 
5 負 債 の 部 合 計 200 

固定資産 

基 本 財 産 

建 物 
土 地 

1,850 

1,200 

200 
1,000 

基 本 金 

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金 

人 件 費 積 立 金

次期繰越活動収支差額

1,550 

130 

100 

100 

20 

その他の固定資産 

建 物 

器 具 及 び 備 品 

土 地 

公 益 事 業 会 計 元 入 金 

650 

50 
30 

450 
120 純 資 産 の 部 合 計 1,800 

資 産 の 部 合 計 2,000 負債･純資産の部合計 2,000 

左のＢ／Ｓは

理解のため、簡

単なものとな

っています。 
 
実際のＢ／Ｓ

のヒナ形は｢会

計基準｣の第５

号様式(この本

の２７頁)に掲

載されていま

す。 

また、科目の説

明は３４～３

５頁にありま

す。 
  
 
 
 
 ｢会計基準｣では、Ｂ／Ｓ作成の目的を次のように書いています。 

 

｢会計基準｣  

（貸借対照表作成の目的） 

第 21 条 社会福祉法人は、毎会計年度末現在におけるすべての資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために、貸借対照表を作成しなければな

らない。 
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３．Ｂ／Ｓの仕組みはどうなっているか  

 先に書きましたように、表裏一体である「資産」と、「負債・純資産」

を一覧に示したものがＢ／Ｓであり、その仕組みは次のようになってい

ます。 

Ｂ／Ｓの右側には

銀行や寄附者など

から法人に寄せら

れた資金が記載さ 
 れます。 

Ｂ／Ｓ（貸 借 対 照 表）の 仕 組 み この資金を寄 

資産の部 負債･純資産の部 

１ 年 以 内 に 現 金 に な る １ 年 以 内 に 支 払 う 借 金 

流動負債 

短期運営資金借入金 
未 払 金

120 
30 
90 

１年を超えて支払う借金 

負
債
＝
他
者
資
金 

流動資産 

現 金 預 金 
未 収 金 
貯 蔵 品 
立 替 金 
短 期 貸 付 金 
仮 払 金 

150 
45 
70 
5 

10 
15 
5 200

固定負債 

設 備 資 金 借 入 金
80 

80 

現金にするのに１年超かかる 支 払 う 必 要 が 無 い ！ 

 
 
 

何
に
使
っ
て
い
る
の
か 

 
 
 

ど
こ
か
ら
調
達
し
た
か 

純
資
産
＝
自
己
資
金 

1800合計 
2000 

固定資産 

基本財産 

建 物 
土 地 
その他の固定資産 

建 物 

器 具 及 び 備 品 

土 地 

公益事業会計元入金 

1,850 

1,200 

200 
1,000 
650 

50 
30 

450 
120 

合計 
2000  

基 本 金 

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金 

人 件 費 積 立 金

次期繰越活動収支差額

1,550 

130 

100 

100 

20 

せられた人達

は、法人にお金

を貸してくれ

た方と考えて、

貸借対照表の

右側を｢貸方｣

と呼びます。 
Ｂ／Ｓの左側

には、未収金・

貸付金など法

人から資金を

借りている人

や物が載って

いるので｢借

方 ｣と呼びま

す。「貸借」対

照表は読んで

字のとおりの

表ですね。 
  

Ｂ／Ｓは上のように、すべての資産とすべての負債・純資産が対応し

ており、個別の対応関係は基本的にありません。このことに注意してく

ださい。 

 

 上のＢ／Ｓを単純化すると次のように表わすことができます。  
 要約貸借対照表（Ｂ／Ｓ）  

 流動負債  

 
流動資産 

 
 

固定負債 
 

 
固定資産 

純 資 産  

    

上のＢ／Ｓとよく

比べて、見てくだ

さい。 
 
 

 今後、この表は何度も出てきますので、ぱっと見て分かるようになっ

てくださいね。 
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さて要約Ｂ／Ｓは理解して頂けたでしょうか？  

｢流動資産｣･｢流動負債｣･｢固定資産｣･｢固定負債｣そして｢純資産｣に

は、各々どんなものが入っているのでしょうか？ そして、どんな意味

がありますか？ そのことが、前頁の要約Ｂ／Ｓを見ていて分かるよう

になれば、かなりのベテランです。皆さんもここで少し時間をとって、

もう一度Ｂ／Ｓの中身を復習してください。 

 

 

  

練習問題Ⅰ－1  Ｂ／Ｓ項目を分類する 

 次の科目は、それぞれＢ／Ｓのどの区分に分類されるでしょうか。 

適切と思われる区分に○を付けてください。 

 
科     目 

流動 
資産 

固定 
資産 

流動 
負債 

固定 
負債 

純資産 

 ① 建 物      

 ② 現 金 預 金      

 ③ 短 期 運 営 資 金 借 入 金      

 ④ 立 替 金      

 ⑤ 未 払 金      

 ⑥ 未 収 金      

 ⑦ 設 備 資 金 借 入 金      

 ⑧ 土 地      

 ⑨ 短 期 貸 付 金      

 ⑩ 基 本 金      

 ⑪ 器 具 及 び 備 品      

 ⑫ 仮 払 金      

 ⑬ 車 輌 運 搬 具      

 ⑭ 貯 蔵 品      

 ⑮ 国庫補助金等特別積立金      
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４．Ｂ／Ｓを上下に切って、見る 

 ここでＢ／Ｓの見方に慣れておきましょう。先ほど６頁で掲げた要約

Ｂ／Ｓを、もう一度よく見てください。 

 Ｂ／Ｓを上下に切ると、上半分 ＜ ｢流動資産｣ 対 ｢流動負債｣ ＞ 

と下半分 ＜ ｢固定資産｣ 対 ｢固定負債・純資産｣ ＞ で性格が少し違

っています。 

どのように違うのでしょうか。上半分はいずれも短期の資産・負債で

すね。つまり、流動資産は短期的な支払手段となるものであり、流動負 

 
 
 
 
 
 
 

債は短期的に支払う必要のあるものですので、「流動資産－流動負債」

（引当金を除く。）はその法人の支払能力を示すこととなります。そこ

で社会福祉法人では、この「流動資産－流動負債」を「支払資金」と呼

んでいます。 

下のように、Ｂ／Ｓを上下に分割して対比してみてください。 

 
｢引当金｣について

は後で説明します

が、この入門編で

は基本的に扱いま

せん。 

  
 要約貸借対照表（Ｂ／Ｓ）  
    流動負債   

  
流動資産 

    

   
固定負債 

  
  

固定資産  
 純 資 産   

 
 
 
 
 

 ↓   

  流動負債   

 

上
半
分 

流動資産 
  ← 支払資金   

         
        

 
固定負債 

  
 

下
半
分 

固定資産  
 純 資 産   

 

  
 ところで「流動資産－流動負債」としての「支払資金」の残高は、そ

の法人の支払能力を示すと同時に、措置費等の資金残高でもあります。 

 現在、福祉の世界は大きな変化を遂げていますが、社会福祉法人とし

ての高い公益性は基本的に変わりません。そのような意味からも、社会

福祉法人の会計では支払資金の増減と、その残高を管理することが重要

とされています。 

 
措置費等の｢等｣に

は、例えば保育所

の運営委託費があ

ります。 
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 他方、社会福祉法人が法人として存続・成長を続けてゆくためには、

純資産を保持し、増やしてゆく必要があります。純資産が一定額のまま

で法人の規模を拡大すると、必然的に負債（法人にとっての借金であっ

て返済が必要です。）を増やさざるをえません。これでは健全な経営を

行えません。また、純資産が減少してゆき、マイナスになると・・・、

保有している全ての資産を支払に充てても、全ての借金を支払えないこ

ととなります。つまり「倒産」ですね。 

 このようなことから「純資産」の増減と、その残高の管理もとても大

切なことです。 

 
 
 
 
 
 
 

  

練習問題Ⅰ－２  支払資金と純資産を計算する 

次の科目及びその残高からＢ／Ｓを完成し、支払資金と純資産の残高を算出してくだ

さい。 

 

① 建 物 1,000 ⑤ 未 払 金 480 ⑨ 短 期 貸 付 金 50  
② 現 金 預 金 1,450 ⑥ 未 収 金 170 ⑩ 基 本 金 3,500  
③ 

短期運営資金 
借 入 金 

820 ⑦ 
設 備 資 金
借 入 金

900 ⑪ 器具及び備品 300  

④ 立 替 金 10 ⑧ 土 地 3,000 ⑫ 仮 払 金 20  
   

Ｂ／Ｓ  

           

           

     
     

 
流 
動 
負 
債 流動負債合計       

            

            

            

            

            

     
     
     
     
     

 

流 
動 
資 
産 

流動資産合計 1,700  
                

 

固 
定 
負 
債 

固定負債合計       
            

            

            

     

     

     
            

次期繰越活動収支差額 

     
     

 

固 
定 
資 
産 

固定資産合計      

純 
資 
産 純資産合計       

 資 産 合 計 6,000  負債・純資産合計       

  支払資金残高       
ヒント１．アンダーライン部分を記入してください。 
ヒント２．「次期繰越活動収支差額」は逆算して最後に求めます。 
ヒント３．支払資金残高は、「流動資産－流動負債」です。 
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３．会計は“ダム”である！ 

 

１．Ｂ／Ｓの変動 

 先に見たＢ／Ｓは法人の運営・活動にともなって様々に変化することに

なります。例えば、介護報酬や運営費の収入があったときはＢ／Ｓは次の

ように変動することとなります。 

会計では、左の収

入をそれぞれ「介

護保険収入」・「運

営費収入」と呼ん 
   でいます。 
 

例題Ⅰ－１  
 取引１ 介護保険収入５００が発生したので、未収金を計上しました。  

 
下のスタート時のＢ／Ｓは、この取引によって、どのように変動す

るでしょうか。 

 

 スタート時のＢ／Ｓ  取引後のＢ／Ｓ①  
流動負債 
１０００ 

流動負債 
１０００ 流動資産 

１５００ 
流動資産 
２０００ 

固定負債 
３０００ 

固定負債 
３０００ 

 

固定資産 
３５００ 純 資 産 

１０００ 

→ 
固定資産 
３５００ 純 資 産 

１５００ 

 

       

また、会計で

は、財産に変動

が生じること

を「取引」と言

います。ですか

ら、会計では火

事や盗難も「取

引」です。 

   
 流動資産が５００増えて、純資産も５００増えることになります。ここ

でＢ／Ｓの借方・貸方合計は取引の前後を通じて左右バランスするという

ことに注意をしてください。 

 では、人件費が発生した場合はどうなるでしょうか。 

 
なんせ「バランス

シート」なのです。 

    
 

例題Ⅰ－２   

 取引２ 取引１の後に職員俸給２００を支払いました。  

 
下の取引後のＢ／Ｓ①は、この取引によって、どのように変動する

でしょうか。 

 

 取引後のＢ／Ｓ①  取引後のＢ／Ｓ②  
流動負債 
１０００ 

流動負債 
１０００ 

流動資産 
２０００ 

流動資産 
１８００ 

固定負債 
３０００ 

固定負債 
３０００ 

 

固定資産 
３５００ 純 資 産 

１５００ 

→ 
固定資産 
３５００ 純 資 産 

１３００ 

 

       

左の場合、流動

資産が２００

減って、純資産

も２００減り

ます。 
Ｂ ／ Ｓ の 借

方・貸方合計が

取引の前後を

通じて左右バ

ランスすると

いうことは変

わりません。 
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 取引１及び取引２によるＢ／Ｓの変動をひとまとめにしてみると、次の

ようになります。 

 

 スタート時のＢ／Ｓ  取引後のＢ／Ｓ②  
 流動負債 

１０００  流動負債 
１０００ 

 

 

流動資産 
１５００ 

流動資産 
１８００ 

 
 

固定負債 
３０００ → 固定負債 

３０００  

 
固定資産 
３５００ 純 資 産 

１０００  
固定資産 
３５００ 純 資 産 

１３００ 
 

       

 

 スタート時点のＢ／Ｓから、介護保険５００の収入と職員俸給２００の

支出があって、結果として流動資産と純資産が３００増えることとなった

のです。上の図で、網掛けした部分には変動はありません。 

 このことを「純資産の増減」という観点からみますと、次のように図示

することができます。 

 

 ＜純資産の増減＞     
 スタート時のＢ／Ｓ  取引後のＢ／Ｓ②  
   
 

負  債 
４０００  

負  債 
４０００  

 
資  産 
５０００ スタート時 

純 資 産 
１０００ 

→ 
スタート時 
純 資 産 
１０００ 

 

   増加分
３００ 

資  産 
５３００ 

増加純資産 
 ３００ 

 

       
 
 以上では、「純資産の増減」に注目してきましたが、「支払資金の増減」

という観点から見直すと、どうなるでしょうか。 

「支払資金」はＢ／Ｓの上半分ですから、次のように図示することがで

きます。 

 ＜支払資金の増減＞    
 スタート時点の支払資金  取引後の支払資金  
 流動負債 

１０００  流動負債 
１０００ 

 

 
流動資産 
１５００ スタート時 

支払資金 
 ５００ 

→ 
スタート時 
支払資金 
 ５００ 

 

   増加分 
３００ 

流動資産 
１８００ 

増加支払資金 
 ３００ 

 

       

 
 
 
純資産は全ての資

産と全ての負債の

差額ですから、全

体のＢ／Ｓを見る

こととなります。 
 
 
それに対して、支

払資金は流動資産

と流動負債の差額

ですから、Ｂ／Ｓ

の上半分を見るこ

とになります。 
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２．取引によってＢ／Ｓがどう変動したか、もっとよく見てみよう 

次の例題でＢ／Ｓの変動をさらに見てゆきましょう。 

 

    
 

例題Ⅰ－３ 取引２の後に次の二つの取引が発生しました。  

 取引３ 食材を掛けで１００買いました。  

 取引４ 乗用車１００を現金で購入しました。  

 
下の取引後のＢ／Ｓ②は、この二つの取引によって、どのように変

動するでしょうか。 

 

 取引後のＢ／Ｓ②  取引後のＢ／Ｓ③  
 流動負債 

１０００  流動負債 
１１００ 

 

 

流動資産 
１８００ 

→ 

流動資産 
１７００  

 
固定負債 
３０００  

固定負債 
３０００  

 
固定資産 
３５００ 純 資 産 

１３００  
固定資産 
３６００ 純 資 産 

１２００ 
 

       

取引３では給

食費の未払金

（流動負債）が

１００発生し

ます。 
また、取引４で

は車両運搬具

(固定資産）が

１００増加し、

同額の現金(流
動資産)が減少

することとな

ります。 

  
 取引３・４で、純資産と支払資金がどのように増減したかを見ると、次

のようになります。  
    
 摘  要 取引後のＢ／Ｓ② 取引後のＢ／Ｓ③ 増 減 額 

流動資産１８００ 
△流動負債１０００ 

流動資産１７００ 
△流動負債１１００ 

 
支 払 資 金 

８００ ６００ 
△２００ 

総 資 産５３００ 
△総 負 債４０００ 

総 資 産５３００ 
△総 負 債４１００ 

 
純 資 産 

１３００ １２００ 
△１００ 

ここでは取引

３・取引４だけ

の増減を見て

います。 

    
 このように支払資金の増減額と、純資産の増減額が異なっています。 

これは、取引４では、流動資産と固定資産が１００入れ替わった（支払

資金が減少した）のですが、資産総額や負債総額は変わらなかったので、

純資産も増減しなかったためです。  
  

教 訓 支払資金の増減と純資産の増減は必ずしも一致しない！ 

 

          支払資金増減  ≠ 純資産の増減 
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 例題Ⅰ－１から例題Ⅰ－３までの取引と、Ｂ／Ｓの変動を振り返ると、

次のようになります。 
 

 スタート時のＢ／Ｓ  
 流動負債 

１０００  

 

流動資産 
１５００ 

 
 

固定負債 
３０００  

 
固定資産 
３５００ 純 資 産 

１０００  

 
左のＢ／Ｓからスタートして、

次の取引を行いました。 

 

     

 
 
スタート時 
支払資金は 
 １５００ 
△１０００ 
  ５００ 

 取引 括弧（ ）内は、資産・負債の増減を示しています。  
 

取引１ 介護保険収入５００の発生 （流動資産の増加） 
取引２ 職員俸給２００の支払い  （流動資産の減少） 

取引３ 食材の掛買い１００    （流動負債の増加） 
取引４ 乗用車１００の現金購入  （流動資産の減少･固定資産の増加） 

 

    
 取引後のＢ／Ｓ③  

 流動負債 
１１００ 

 

 

流動資産 
１７００ 

 
 

固定負債 
３０００  

 
固定資産 
３６００ 純 資 産 

１２００ 
 

 取引後のＢ／Ｓは右のようにな

りました。 

結果として、純資産は２００増

加しています。しかし、支払資金の

ほうはというと１００の増加しか

ありません。このことは二つのＢ／

Ｓを比較することで分かります。 

    

 
 
取引後③の 
支払資金は 
 １７００ 
△１１００ 
  ６００ 

結果としてはそうなのですが、何故そうなったのか。そのことを純資産

の増減・支払資金の増減として整理すると、次のようになります。 
 

 取     引 純 資 産 の 
増 減 

支払資金の 
増 減  

 取引１ 介護保険収入５００の発生 ＋５００ ＋５００  
 取引２ 職員俸給２００の支払い △２００ △２００  
 取引３ 食材の掛買い１００ △１００ △１００  
 取引４ 乗用車１００の現金購入 － △１００  
 純資産・支払資金の増減合計 ＋２００ ＋１００  
     

 

以上のことを「Ｂ／Ｓと収支計算書」という観点から、さらに詳しく見

てみましょう。 
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３．Ｂ／Ｓと収支計算書 

 Ｂ／Ｓの純資産、あるいは支払資金がどのような原因によって増減した

のか、その内容を明らかにするのが「収支計算書」です。 

 純資産の増減原因を内容別に記載した収支計算書を、「会計基準」では

「事業活動収支計算書」と呼んでいます。 

収支計算書は、社

会福祉法人が作成

すべきものとして

社会福祉法に定め

られています。 

｢会計基準｣  

（事業活動収支計算の目的） 

第 14条 社会福祉法人は、毎会計年度、当該会計年度の事業活動の成果を明

らかにするため、事業活動収支計算を行なわなければならない。 

事業活動の成

果とは、純資産

の増加です。 

  
 「事業活動収支計算書」は、その年度の社会福祉法人の事業活動の成果

を表わすものであり、当期の純資産の増加は事業活動の成果に他なりませ

んので、それを「当期活動収支差額」と呼んでいます。 

 取引１から取引４の「事業活動収支計算書」を示すと、次のようになり

ます。  

 取引１から取引４の「事業活動収支計算書」  

 支 職員俸給 ２００  

 出 給食費 １００ 
介護保険収入 ５００  

  支出合計 ３００ 

収 
 
入    

  当期活動収支差額 ２００  収入合計 ５００  

        

 
前頁の下の表を参

照してください。 

 収支計算書の「当期活動収支差額」は、Ｂ／Ｓの純資産増加額と一致し

ます。  

 ＜純資産の増減＞     
 スタート時のＢ／Ｓ  取引後のＢ／Ｓ③  
   
 

負  債 
４０００  

負  債 
４１００  

 
資  産 
５０００ スタート時 

純 資 産 
１０００ 

→ 
スタート時 
純 資 産 
１０００ 

 

   増加分
２００ 

資  産 
５３００ 

増加純資産 
 ２００ 

 

       
なお「事業活動収支計算書」は、一般の企業会計では「損益計算書」と

呼ばれています。損益計算書は、すべての資産とすべての負債の差額であ

る純資産の増減原因の内容を明らかにする計算書です。 

「当期活動収支差

額」は、前期から

繰越された前期の

「当期活動収支差

額」とあわせて、

Ｂ／Ｓ上「次期繰

越活動収支差額」

として計上される

ことになります。 
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 「事業活動収支計算書」とは別に、支払資金の増減原因を内容別に記載

した収支計算書を、「会計基準」では「資金収支計算書」と呼んでいます。 
 

｢会計基準｣  

（資金収支計算の目的） 

第７条 社会福祉法人は、毎会計年度、支払資金の収入及び支出の内容を明

らかにするため、資金収支計算を行なわなければならない。 

２ 前項の支払資金は、流動資産及び流動負債（引当金を除く。）とし、そ

の残高は流動資産の額が流動負債（引当金を除く。）の額を越える額とす

る。（注３） 

 
企業会計では

現金及び現金

同等物を資金

としており、社

会福祉法人と

は異なります。 

  
 また支払資金の増加（あるいは減少）額を、「当期資金収支差額」と呼

んでいます。取引１から取引４の「資金収支計算書」を示すと、次のよう

になります。  
 取引１から取引４の「資金収支計算書」  

 職員俸給 ２００  

 給食費 １００ 
介護保険収入 ５００  

 

支 
 
出 車両運搬具取得支出 １００    

  支出合計 ４００ 

収 
 
入 

   

 当期資金収支差額  １００  収入合計 ５００  
        

 
１３頁の下の表を

参照してくださ

い。 

 収支計算書の「当期資金収支差額」は、Ｂ／Ｓの支払資金増減額と一致

します。  

 ＜支払資金の増減＞    
 スタート時点の支払資金  取引後の支払資金  
 流動負債 

１０００  流動負債 
１１００ 

 

 
流動資産 
１５００ スタート時 

支払資金 
 ５００ 

→ 
スタート時 
支払資金 
 ５００ 

 

   増加分 
１００ 

流動資産 
１７００ 

増加支払資金 
 １００ 

 

       

 

 「事業活動収支計算書」と「資金収支計算書」。どちらも「収支計算書」

であり、計算の構造も同じです。ただ、増減計算を行う対象が異なってい

るのです。それにしても、同じ「収支計算書」では紛らわしく、また「事

業活動収支計算書」はとても長ったらしいので（失礼！）、この本では以

下「事業活動収支計算書」をＰ／Ｌと記載させていただきます。 

一般企業では、損

益計算書を Profit
＆Loss Statement 
を略し、Ｐ／Ｌと

呼んでいます。  
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４．水の出入り勘定  
ダムには上流から水が流れ込んできます。しかし必要に応じて水を下流

に放水します。では、一定期間のダムに貯えられている水量の増減はどう

計算できるでしょうか。 

上流から流れ込んだ水量と、放流した水量の差だけ増えている筈です。

その増えた量は、一定期間のスタート時の水量と、一定期間後の貯水量の

差と同量です。会計では常にこのような計算をするので「会計は“ダム”

である」とタイトルにつけたのです。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 
 「純資産」を「Ｂ／Ｓ全体」というダムに貯えられた水とすると、その

水の流入・放水の量を記載したものがＰ／Ｌです。 

また、「Ｂ／Ｓの上半分」に貯えられた「支払資金」の流入・放水の量

を記載したものが、資金収支計算書です。 

いずれも、一定期間の流入量と放水量を計算し、計算対象である「純資

産」や「支払資金」がどのような原因で増減したか、その内容を記載して

いるのです。増減計算を行う対象が異なるのです。 

次の練習問題Ⅰ―３は、今までの総復習です。Ｂ／Ｓの変動と、その変

動に伴う「純資産」増減原因別内訳（Ｐ／Ｌ）及び「支払資金」増減原因

別内訳（資金収支計算書）の関係を整理してください。 

 
 
 
 
 
 
 
Ｂ／ＳとＰ／Ｌ、

そして資金収支計

算書は社会福祉法

人会計にとって最

も重要な計算書類

です。これら三表

を、この本では「財

務三表」と呼んで

います。 
 
  

結果は･･･ 

増えた水の量 

増えた水の量 

スタート 

一致する 

放水した水の量 
流入した水の量 

上流 

下流へ 

放流 
水面 ダ 

ム 

流入 
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練習問題Ⅰ－３  期首のＢ／Ｓと期中取引から期末の財務三表を作成する 

 次の期首Ｂ／Ｓ及び期中取引から、期末Ｂ／Ｓ及び当期のＰ／Ｌ並びに資金収支計算書を

作成してください。 

１．期首Ｂ／Ｓ 
流動負債 
１０００ 

短期運営資金借入金 
未 払 金 

７００ 
 ３００ 

 流動資産 
１５００ 

現 金 預 金 
未 収 金 

１０００ 
５００ 

固定負債 
３０００ 長期運営資金借入金 ３０００  固定資産 

３５００ 
基 本 財 産 
器 具 及 び 備 品 

３４００ 
１００ 純 資 産 

１０００ 基 本 金 １０００ 
  
２．期中取引（取引を見ながら、下の表の右の空欄に増減金額を書いてください。） 

Ｂ／Ｓの資産・負債は 
資産 負債 Ｐ／Ｌ 資 金 

収 支 
 

取     引 
流動 
資産 

固定 
資産 

流動 
負債 

固定 
負債 

純資産 
の増減 

支払資 
金増減 

 ① 発生した介護保険収入５００を未収金
に計上した。 ＋ － － － ＋ ＋ 

 ② 職員俸給２００を現金で支払った。 △ － － － △ △ 
 ③ 食材１００を掛買いし未払金を計上し

た。 － － ＋ － △ △ 

 ④ 乗用車１００を現金で購入した。 △ ＋ － － － △ 
 ⑤ 設備資金２００を借入れた。 ＋ － － ＋ － ＋ 
 ⑥ 経常経費に対する寄附８０を受けた。 ＋ － － － ＋ ＋ 
 ⑦ 備品３０がつぶれたので廃棄した。 － △ － － △ － 
 それぞれの増減合計 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
  
解答欄 
１．期末Ｂ／Ｓ 

 

流動負債 
１１００ 

短期運営資金借入金 
未 払 金 

      
      

流動資産 
１９８０ 

現 金 預 金 
未 収 金 

９８０ 
      

固定負債 
３２００ 

設備資金借入金 
長期運営資金借入金 

      
３０００ 

 

固定資産 
３５７０ 

基 本 財 産 
車 両 運 搬 具 
器 具 及 び 備 品 

３４００ 
      
      

純 資 産 
１２５０ 

         
次期繰越活動収支差額 

１０００ 
      

  

２．収支計算書 
摘  要  Ｐ／Ｌ   資金収支計算書  

① 介護保険収入                  

⑥ 寄附金収入                  

⑤ 設備資金借入金収入 

 

－ 

  

         

 収 入 合 計                     

② 職員俸給                  

③ 給食費                  

④ 車両運搬具取得支出 －          

⑦ 器具及び備品処分損 

 

        

  

－  

 支 出 合 計                     

 

 当期収支差額                     
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４．収支計算書はなぜ２種類あるのか？ 

 
１．収支計算書がなくても増減はわかる 

 さきに「会計は“ダム”である！」のところで見たように、期首のＢ

／Ｓと期末のＢ／Ｓを比較すれば、その期間にどれだけ支払資金や純資

産が増減したのかがわかります。 

 このことを、次の例題で見てみましょう。 

 
 

だったら収支計算

書は要らない？ 

   
 

例題Ⅰ－４ 

① 練習問題Ⅰ－３の解答から、下の期首Ｂ／Ｓと期末Ｂ／Ｓを作成

してみましょう。（下線部に数字を書いてください。） 

  

 期首Ｂ／Ｓ  期末Ｂ／Ｓ  
流動負債 

      
流動負債 

      流動資産 
      

流動資産 
      

固定負債 
      

固定負債 
      

 

固定資産 
      純 資 産 

      

→ 
固定資産 

      純 資 産 
      

 

     
  答えは次のようになります。  
 期首Ｂ／Ｓ  期末Ｂ／Ｓ  

流動負債 
 １０００ 

流動負債 
 １１００ 流動資産 

１５００ 
流動資産 
１９８０ 

固定負債 
 ３０００ 

固定負債 
 ３２００ 

 

固定資産 
 ３５００ 純 資 産 

 １０００ 

→ 
固定資産 

 ３５７０ 純 資 産 
 １２５０ 

 

     

エッ？ 簡単

すぎるって？

そうですね。解

答から数字を

写すだけです

ね。 

 ② では、当期中に純資産はいくら増えましたか？ 

  そう、期末純資産１２５０－期首純資産１０００ で２５０ですね。 

 ③ では、当期中に支払資金はいくら増えましたか？ 

  まず期首・期末の支払資金を計算する必要があります。 

  期末支払資金＝期末流動資産 1980－期末流動負債 1100＝８８０ 

  期首支払資金＝期首流動資産 1500－期首流動負債 1000＝５００ 

  となって、当期に３８０増えていることがわかります。 

 

 
この２５０が

｢当期活動収支

差額｣です。 
 

この３８０が

｢当期資金収支

差額｣です。 

    
 このようにＢ／Ｓを比較するだけで、増減の結果はわかります。しか

しＢ／Ｓの比較だけでは、なぜそのように増減したのか、その原因がわ

からないのです。ここに収支計算書の役割があります。 
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２．二つの収支計算書、各々の役割 

 さて、期首のＢ／Ｓと期末のＢ／Ｓを比較すれば、その期間にどれだ

け支払資金や純資産が増減したのかが分かります。しかし、その原因別

の増減内訳は分かりません。そこで、収支計算書の出番です！ 

 さきほどの例題Ⅰ－４で見たように、Ｂ／Ｓの比較によって、純資産

の当期増加(当期活動収支差額)は２５０、支払資金の当期増加(当期資金

収支差額)は３８０、が計算されます。そのそれぞれの増減の内容を記載

したものが収支計算書なので、純資産計算、支払資金計算、各々の収支

計算書が必要となるのです。以下に練習問題Ⅰ－３の解答から収支計算

書の部分を掲載します。もう一度よく見て、味わってください。 

 
 

収支計算書   

摘  要 
Ｐ／Ｌ 

(純資産の増減計算) 

資金収支計算書 

(支払資金の増減計算) 

① 介護保険収入 ５００ ５００ 

⑥ 寄附金収入 ８０ ８０ 

⑤ 設備資金借入金収入 

 

－ 

  

２００ 

 収  入  合  計  ５８０   ７８０ 

② 職員俸給 ２００ ２００ 

③ 給食費 １００ １００ 

④ 車両運搬具取得支出 － １００ 

⑦ 器具及び備品処分損 

 

３０ 

  

－  

 支  出  合  計  ３３０   ４００ 

 当 期 収 支 差 額  ２５０   ３８０ 

 

   
設備資金を借り入れると、確かに手許の現金預金は増えます。だから

支払資金の面からは「収入があった」と言えます。しかし、手許現金預

金が増えると同時に借入金も同額増えているので、純資産としてはなに

も増減がないのです。車両運搬具の取得も支払資金は減少しますが、純

資産は増減しません。資産が形を変えただけです。 

器具や備品を処分したときは、ちょうど逆のことが起きます。つまり、

支払資金についてはなにも増減がないのに、純資産は減少するのです。

ですから資金収支計算書には一切記載されませんが、Ｐ／Ｌには「支出」

として計上されることになります。 

支払能力という点では、資金収支計算は大切です。しかし、長期的に

社会福祉法人が成長を続けようとするなら、純資産を増加させ続ける必

要があります。他方、純資産が減少し続けると、法人のすべての資産を

処分しても借金を払いきれない、つまり倒産になるということは前に書

きましたね。 

｢会計基準｣以前の

社会福祉法人会計

では、資金収支計

算のみで、Ｐ／Ｌ

の計算はなされて

いませんでした。 
しかし、法人が自

立するためには、

Ｐ／Ｌ計算がなん

としても必要で

す。 
ここに平成１２年

に制定された新し

い｢会計基準｣の大

きな意味がありま

す。  
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３．二つの収支計算書、同じところと違うところ 

 社会福祉法人の日常の取引の多くは、次の三つに分類できると思いま

す。 

① 現金預金間での振替や未収金の回収、未払金の支払 

② 介護保険収入や運営費収入の計上 

③ 職員俸給、旅費交通費等の事務費、給食費等の事業費の計上 

 このうち①については流動資産・流動負債の間のやりとりなので、支

払資金や純資産は増減しません。つまり収支計算書には関係がないとい

うことです。 

 そして②は収支計算書の収入項目であり、③は収支計算書の支出項目

となります。このことは資金収支計算書でもＰ／Ｌでも同じことです。

つまり日常取引のほとんどは資金収支計算書もＰ／Ｌも同じだというこ

とになります。では、何が違うのでしょうか。 

 
 

念のため。｢取引｣

というのは会計の

用語で、財産の増

減のことでした

ね。 

 違うところの主なものを表にまとめると、次のようになります。  

   
区 分 No 項     目 

資金収支 
計 算 書 Ｐ ／ Ｌ  

① 建物等固定資産の取得 支出項目 
② 積立預金の積み立て 支出項目 
③ 上記の取り崩し 収入項目 
④ 設備資金や長期運営資金の借入 収入項目 

流動資産・流

動負債と固定

資産・固定負

債の間のやり

取り ⑤ 上記の返済 支出項目 

計 上 
しない 

← 支払資金は

増減するが、純

資産は増減しな

い。 

⑥ 車輌や建物など固定資産の廃棄

や除却 支出項目 

⑦ 減価償却費の計上 支出項目 
⑧ 引当金の計上 支出項目 

流動資産・流

動負債に係わ

りのない固定

資産・固定負

債の増減 ⑨ 引当金の取り崩し 

計 上 
しない 

収入項目 

← 支払資金が

増減しないの

に、純資産が増

減する。 

    
 上の表をただ眺めるのではなく、一つずつ「確かにそうなるな！」と

確かめながら見てください。上の表で、わかりにくいのは減価償却費や

引当金についてだと思いますが、それについては次の頁で説明します。

それ以外のところは大丈夫しょうか？ 

 では、応用問題です。上の表の⑥は固定資産を廃棄した場合ですが、

では、売却したときはどうなるのでしょうか？ 

 例えば、帳簿価額が５０万円の車輌を６０万円で売ったとします。１

０万円の利益なのですが、収支計算書にはどのように反映されるでしょ

うか。落ち着いて考えてみてください。正解にたどり着けば、あなたは

随分理解が進んでいると言えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解答は右頁の下に

書いてあります。 
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４．減価償却費と引当金 

 固定資産を購入したときは、支払資金が減少するので資金収支計算書 

 
 
 

上支出として計上するのですが、資産の形が変わっただけで純資産は増

減しないのでＰ／Ｌには計上されません。しかし土地はともかく建物や 

器具及び備品など、およそ形あるものは、時の経過とともに劣化し、や

がて使用に耐えなくなります。 

 このことは、固定資産は使用によって資産の価値が減少し（これを「減

価」と言っています）、純資産が減少することを意味しています。純資

産が減少する？ そうです。したがって毎年の決算では、減価しただけ

固定資産を減らし、同額をＰ／Ｌの支出に計上する必要があります。こ

の手続きを「減価償却」と言い、Ｂ／Ｓの固定資産の帳簿価額を減らし、

Ｐ／Ｌには「減価償却費」として支出に計上するのです。正に「損益計

算思考」の代表的なものと言えるでしょう。 

 では減価償却費の計算は、具体的にはどのようにするのでしょうか？ 

 
土地は使用によっ

て減価しませんの

で減価償却の対象

になりません。 
また固定資産の減

価によっては支払

資金は増減しない

ので、資金収支計

算書には計上され

ません。下の｢引当

金｣も同様です。 

 基本的には取得価額(ここでは買った値段と理解しておいてください)

を使用可能な期間で割ります。つまり１００万円で買ったソフトウエア

（これも固定資産です）が５年間使用できるとするなら、年間当り２０

万円が計上されるべき減価償却費ということになります。ただ自動車の

ように形の有る資産は下取り価額やスクラップ価額（これらを残存価額

と言います）があるので、「取得価額から残存価額を引いた金額を耐用

年数で割った金額」が１年間当りの減価償却費ということになります。 

 
使用可能期間のこ

とを｢耐用年数｣と

言っています。 

 ｢損益計算思考｣のもう一つの代表は引当金です。例えば、１２月から翌

年５月までの在職時実績に応じて夏季賞与を支払うといった法人の場合

を考えて見ましょう。決算の時点では夏季賞与は確定していません。し

かし見込まれる夏季賞与のうち、１２月から３月までに対応する部分は

３月決算時点ですでに支出が発生しているものと考え、現実にはまだ支

払っていなくても計算された金額をＰ／Ｌ上の支出として計上するので

す。そしてＢ／Ｓには「賞与引当金」を負債として計上します。 

 念のため、これら減価償却や引当金は資金収支には一切関係しません。 

貸倒引当金は現実

に未収金等が貸倒

になっていなくて

も、過去の実績か

らある程度の貸倒

が見込まれる場

合、その金額を支

出としてＰ／Ｌに

計上します。 

 
車を売却したときの扱い（前頁の答え） 
 資金収支計算書では売却金額６０万円が収入として計上されます。Ｐ／Ｌ上は二つの処理が考え

られ、①売却金額６０万円を収入に計上し、売却時の車輌の帳簿価額５０万円を支出に計上するか、

②両者の差額つまり「売却益」を収入に計上するか、のどちらかになります。  
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５．財務三表の見方と財務管理 

 
１．Ｂ／Ｓの見方 

 Ｂ／Ｓの仕組みは６頁に書いたとおりですが、ここにもう一度掲げま

す。 

 

Ｂ／Ｓ の 仕 組 み  

資産の部 負債･純資産の部 

１ 年 以 内 に 現 金 に な る １ 年 以 内 に 支 払 う 借 金 

流動負債 

短期運営資金借入金 
未 払 金

120 
30 
90 

１年を超えて支払う借金 

負
債
＝
他
者
資
金 

流動資産 

現 金 預 金 
未 収 金 
貯 蔵 品 
立 替 金 
短 期 貸 付 金 
仮 払 金 

150 
45 
70 
5 

10 
15 
5 200

固定負債 

設 備 資 金 借 入 金
80 

80 

現金にするのに１年超かかる 支 払 う 必 要 が 無 い ！ 

 
 
 

何
に
使
っ
て
い
る
の
か 

 
 
 

ど
こ
か
ら
調
達
し
た
か 

純
資
産
＝
自
己
資
金 

1800合計 
2000 

固定資産 

基本財産 

建 物 
土 地 
その他の固定資産 

建 物 

器 具 及 び 備 品 

土 地 

公益事業会計元入金 

1,850 

1,200 

200 
1,000 
650 

50 
30 

450 
120 

合計 
2000  

基 本 金 

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金 

人 件 費 積 立 金

次期繰越活動収支差額

1,550 

130 

100 

100 

20 

 

  
 このＢ／Ｓは左右（借方・貸方）全体で対応しているのですが、上半

分の「流動資産－流動負債」は支払能力を示しています。そこでＢ／Ｓ

のバランスの良し悪しはＢ／Ｓの上下に分割して吟味することになり

ます。 

 Ｂ／Ｓの上半分は次のようになっています。 

 
８頁を参照してく

ださい。 

 Ｂ／Ｓの上半分  

       
  １年以内 

に 
支払必要 

流
動
負
債

 
 
 

     

流
動
資
産 

1 年以内 

に 

支払資金 

と な る 

  

 

    
   支払能力  
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 流動資産よりも流動負債が多ければ、その法人の資金繰りはとても窮 

屈になるでしょう。したがって、流動負債よりも少しでも多くの流動資

産を保有するようにすることが、経営の安全化に役立つのです。 

 そのためには、長期運営資金の借入によって流動負債を返済すること

なども考える必要があります（流動負債の固定化）。もちろん純資産増

加よって流動負債を削減することは一番の道です。 

 では、下半分はどのように見るのでしょうか。 

 下半分は丁度、上半分と裏腹の関係にあります。図示すると次のとお

りです。 

 Ｂ／Ｓの下半分   
   固定負債 

 

 
固定資産 

  長期的に 
支払必要 

 

   
 純 資 産  

 
固 定 化 
した資金 

 

 一  切 
支払不要 

 

 

      

 

   
 固定資産は、法人の資金がどれだけ固定化されているかを示していま

す。したがって固定資産に向けられている資金は固定的な資金である固

定負債、あるいは純資産によって賄われている必要があります。もっと 

 
とは言え、その場

合の流動資産は本

物であることが必

要です。例えば徴

収不能金の様なも

のは、流動資産と

しての値打ちがあ

りません。また、

流動負債に計上洩

れのないことも必

要です。 
 
左の図で、固定資

産が資産として値

打ちのあるもので

あることが必要な

こと、固定負債に

計上洩れのないこ

とが必要なことは

同じです。 
 

も、固定負債といっても長期的には支払が必要なので、できるだけ多く

の純資産によって賄われていることが望ましいのです。 

 また、同じ事業を同じ品質で提供できるなら、固定資産はできるだけ

少ないほうが効率が良いと言えます。固定資産に限らず、流動資産につ

いても「効率性」の観点からは少ないにこしたことはないのです。 

 
純資産こそが資産

の実体です。 

  
 危険なＢ／Ｓ  健全なＢ／Ｓ  

流動資産    
 流動負債 流動負債 

固定負債 
改善 

流動資産 

固定負債 
 固定資産 

純 資 産 

 
 

固定資産 

純 資 産    
   
 危険なＢ／Ｓから健全なＢ／Ｓへの改善には長期的な取組みが必要

です。そのようなことから、「経営者はＢ／Ｓを見る」と言われます。 

またＢ／Ｓにはそ

の時点の法人の財

政状態が如実に反

映されます。  
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２．Ｐ／Ｌの見方 

 まずＰ／ＬとＢ／Ｓの関係を図によって整理しておきます。 
 

 Ｐ／ＬとＢ／Ｓの関係  
  期首Ｂ／Ｓ    期 中 取 引    期末Ｂ／Ｓ   
 （ 借 方 ） （ 貸 方 ）  （ 借 方 ） （ 貸 方 ）  （ 借 方 ） （ 貸 方 ）  
        
 総 資 産 

総 負 債   総 負 債  
  期首純資産  

純 資 産

増 加 額

純 資 産

減 少 額 → 総 資 産 期首純資産  
  (資産の増加) 

(負債の減少) 
(負債の増加) 
(資産の減少) 

  当 期 活 動
収 支 差 額

 

     事業活動収支計算書  
    

 

  

   
当 期 支 出 当 期 収 入

 純資産減少

額 の 内 訳

純資産増加

額 の 内 訳  
  

 当 期 活 動 
収 支 差 額 

  

 

右の縦の複線で示した部

分は、それぞれ同じ金額

になります。 
｢会計はダム｣ですね。 

       
 このようにＰ／ＬはＢ／Ｓの純資産の増減の内容を明らかにするも

のです。 

 ところで、上の図のＰ／Ｌでは当期の収入と当期の支出が全額で対応

しています。基本的な考え方としては、それで全く問題ありません。 

 
 
 

 しかし、同じ収入・支出といっても少し性格には差があります。つま

り、社会福祉法人の本来の事業活動に伴う収入と支出は対応しており、

利息の受け払いによる収入・支出、あるいは施設整備に伴う補助金や寄

附金の収入とも性格が異なるはずです。 

 そこで「会計基準」では、次のようにＰ／Ｌの内容を区分して記載す

ることを求めています。 

実際の様式は３０

～３２頁を見てく

ださい。 
 Ｐ／Ｌの構造   
 事業活動支出  

 
  

事業活動収入 

 事業活動外支出  
  事業活動外収入 

 

支 
 

出 特別支出  
  当期活動収支差額  

 
特別収入 

収 
 

 

入 

左の事業活動による収入と支出の差

を｢事業活動収支差額｣、事業活動外

のそれを｢事業活動外収支差額｣、ま

た特別収支のそれを｢特別収支差額｣

と呼んでいます。 

        
 事業活動収支差額は名前のとおり、法人の事業活動自体の収支差額で

すので、基本的にプラスになる必要があります。 

 事業活動外の収入・支出は、主に預金などの受取利息や借入金利息を

処理します。これらの収支は事業活動によるものではありませんが、毎 

 
家計で言うと、毎

月の給料と生活費

ということになる

でしょうか。  
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期経常的に発生するものです。したがって、事業活動収支差額に事業活

動外収支差額を加減した金額（これを経常収支差額と呼んでいます）は、

その法人の経常的な純資産増加（あるいは減少）能力を示すものとして、

重要な意味を持っています。 

 この経常収支差額に、施設整備に伴う補助金・寄附金の収入や固定資

産の売却損益などの特別収支を加減して、当期活動収支差額とします。 

 
３．資金収支計算書の見方 

 左の頁の図と同じなのですが、資金収支計算書とＢ／Ｓの関係を図示

します。 

 
やはり家計に例え

ると、毎月の給料

から生活費とロー

ン金利を引いたも

のということにな

りますね。 
借入金の返済は純

資産の増減ではな

いのでＰ／Ｌには

計上されません。 

 資金収支計算書とＢ／Ｓの関係  
  期首Ｂ／Ｓ    期 中 取 引    期末Ｂ／Ｓ   
 （ 借 方 ） （ 貸 方 ）  （ 借 方 ） （ 貸 方 ）  （ 借 方 ） （ 貸 方 ）  
        
 流 動 資 産 

流 動 負 債   流 動 負 債  
  期首支払資金  

流 動 資 産
増 加 額

流動負債減
少 額 → 流 動 資 産 期首支払資金  

  (流動資産増加)
(流動負債減少)

(流動負債増加) 
(流動資産減少) 

  当 期 資 金
収 支 差 額

 

     事業活動収支計算書  
    

 
  

   
当 期 支 出 当 期 収 入

 支払資金減
少額の内訳

支払資金増
加額の内訳  

  
 当 期 資 金 

収 支 差 額 
  

 

右の縦の複線で示した部

分が、それぞれ同じ金額

になることは左頁の図と

同じですね。では、何が

違うのでしょうか？ 
そう！ 増減計算をして

いる対象が違うのです！ 

       
 Ｐ／Ｌと同じように、「会計基準」は資金収支計算書についても、次

のように内容を区分して記載することを求めています。 
 

 資金収支計算書の構造   
 経常活動による支出  

 
  

経常活動による収入 

 施設整備等による支出  
  施設整備等による収入 
 

支 
 

出 財政活動による支出  
  当期資金収支差額  

 
財政活動による収入 

収 
 

 

入 

各区分の収支差額を、各々｢経常

活動資金収支差額｣、｢施設整備

等資金収支差額｣、｢財政活動資

金収支差額｣と呼んでいます。 

        
 経常活動資金収支差額はおおむねＰ／Ｌの経常収支差額に対応して

います。もちろんこの収支差額がプラスであることが大切です。 

 そして施設整備に伴う補助金・寄附金や固定資産の取得売却などを施

設整備収支に計上し、借入金の増減などを財政活動収支に計上するので

す。 

 
Ｐ／Ｌと同じく、

収支を区分するこ

とによって収支の

状況がよりよくわ

かりますね。 
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４．財務管理  
 財務三表の見方は分かった。（ですよね？） 

 では、そのことを経営管理にどのように活かすことができるのでしょ

うか？ それが次の問題です。 

 ここでは「中期経営計画」、「年度経営計画」、そして「月次管理」

に分けて考えてみます。 

① 中期経営計画と財務管理 

 

｢経営とは？｣｢管

理とは？｣。そのよ

うなことも明確に

する必要がありま

すが、｢入門編｣で

は触れません。 

 もともと「経営計画」は長期の計画として立案・策定されるべきもの

だと思います。しかし、変化の早い現在では２～３年の将来を見据えた

「中期経営計画」が重視されています。この経営計画には、「理念(ミ

ッション)」、「ヴィジョン」、それらを達成するための「戦略」と戦

略を実現するための具体的「戦術(方針・施策)」、更に場合によって当

年度の「年度経営計画」が盛り込まれます。 

 「財務」はこのような中で、「財務」自体の問題意識から発した「安

定した純資産比率○○％の財務体質」のような「ヴィジョン」の一部を

提供する場合もあります。しかし、多くの場合、中期経営計画で「財務」 

 

時代に対する｢変

化対応｣こそが大

切なので、中長期

計画は意味がない

と考える企業もあ

ります。 

 

が力を発揮するのは、定められた「戦略」・「戦術」を実現する場合ど

のような資金状況（主に資金収支計算書の役割ですね）、純資産増減状

況（一般企業では「損益状況」と言います。そう、Ｐ／Ｌの役割ですね）、

そして財務状況（もうお分かりですね。そうＢ／Ｓの役割です）になる

のかを検討する手段として力を発揮するのです。 

 たとえ戦略が正しくとも、想定する施策を実行した場合にどうなるの

かのシミュレーションを行なう必要があります。そして、「この計画で

は資金が続かないぞ」(予想資金収支計算書。より綿密には現金預金をベ

ースとした予想キャッシュ・フロー計算書)とか、「純資産が減りつづけ

るぞ」(予想Ｐ／Ｌ)とか、そして「極めて不健全な財務状況になるぞ」(予

想Ｂ／Ｓ)などの事態が予想される場合には、具体的施策、あるいはその

規模を変更し、実現可能なものに変更するのです。 

 経験と論理に裏打ちされた直感は、多くの場合正しい答えを出すこと

でしょう。しかし、本当にそうなのか。そのことを確かめるために「施

策」を実行した場合、結果としてどうなるのかを、財務数値は提供しま

す。 

 

会計は事業活動の

｢結果｣を数値とし

て表現しているに

過ぎません。言わ

ば｢体力測定｣・｢血

液検査｣のような

ものです。 

Ｂ／Ｓは、一定時

点の経営体の｢体

力｣・｢健康度｣を示

し、資金収支計算

書は一定期間の

｢血流｣とその改善

度を示し、Ｐ／Ｌ

は一定期間の｢体

質｣改善度を表し

ています。 
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② 年度計画と財務管理 

 ３～５年の中期経営計画が定まると、その中期計画に沿って具体的な

年度計画・年度目標が定まります。 

 財務面では、年度の資金収支予算・損益予算、そして結果としての想

定年度末Ｂ／Ｓがあるでしょう。このように定められた年度計画があっ

て初めて月次の管理が有効性を持つこととなります。 

 
その年度に行なう

べき施策とその達

成レベル。雇員計

画・教育計画など

ですね。 

 このなかで中核をなすのが資金収支予算です。というのも、Ｐ／Ｌの

項目のほとんどは資金収支に含まれており、期中の収支が明確になる

と、期末のＢ／Ｓは自ずと決まってくるからです。 

 このようなことから「会計基準」では、財務三表のうち資金収支につ

いてのみ予算を設定することを前提としています。 

 
｢会計基準｣の第２

号－１様式では、

｢資金収支予算内

訳表｣が定められ

ています。 

③ 月次管理 

 月次の管理は、年度計画で定められた計画の進捗状況が主な内容にな  
ります。 

 財務に限定して言うなら、最も重視されるべきは「月次資金収支」で

す。月次の積み上げが年次になり、年次の積み上げが長期的目標の達成

に繋がるから、「月次」が大切なのです。また、資金収支計算書に出て

こなくてＰ／Ｌにだけ出てくる「減価償却費」等の項目は、月次で管理

すべき項目というより、年次で管理すべき項目ですね。 

 これらのことから、「月次資金収支」が月次管理として大切なのです。 

 月次資金収支の管理に次いで大切なのは、資産・負債の増減・残高管 

 
左のような意味で

は、日次の活動こ

そが大切ですね。

まったく、そのと

おりです。そして、

日次の結果を１ケ

月毎に振り返るの

が月次管理です。 

理です。資産・負債の増減は資金収支（あるいはＰ／Ｌ）と表裏一体だ

ということを考えると、月次の収支に注目するだけでなく、月次のＢ／

Ｓ項目の増減を管理することの大切さにも納得されることと思います。 

 さて、このような月次資金収支管理、資産・負債の増減・残高管理の

ポイントはどのようなことでしょうか？ 

 この「入門編」では詳細に記載する紙幅がありませんが、次の三つを

ポイントとして掲げておきます。 

 イ．タイムリーな月次決算を行なうこと 

 ロ．連月の管理をすべきこと 

 ハ．ドンブリ勘定を排除すべきこと 

 どうか月次の数字を、今後の法人経営に活かしてください。 

 
｢連月｣というの

は、４月次から順

に各月を横並びに

比較せよ、という

ことです。このこ

とによって、月次

の異常値が明瞭に

なります。 
｢ドンブリ｣はご飯

とおかずが一緒に

なっています。こ

れでは不味くって

も、その原因がは

っきりしません。  
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６．財務三表の様式と科目 

 
１．Ｂ／Ｓの様式 

 実際に作成するＢ／Ｓの様式は、｢会計基準｣の第５号様式に定められてお

り、右の頁のような様式になっています。 

 今の段階ですべてを理解することは必要ではありませんが、一応「このよ

うな形式なのだな」と知っておくことは役に立ちます。また、今後の学習の

過程において、「この項目はどんな科目でどこに表示するのだろう」と疑問

がわいてきたときには、右の頁のＢ／Ｓ様式が役に立つでしょう。また３４

頁以下のＢ／Ｓ科目の説明も役立つ筈です。 

 
 
 第５号様式（Ｂ／Ｓ）の特徴は、単に当年度末の金額を記載するだけでな

く、前年度末金額と増減金額を併せて記載することです。このことは第１号

様式（資金収支計算書）や第３号様式（Ｐ／Ｌ）についても同様で、資金収

支計算書は予算金額と決算金額及びその差異金額を、またＰ／Ｌについては

本年度金額と前年度金額及びその差異金額をそれぞれ記載することになって

います。 

 また右の表では省略していますが、Ｂ／Ｓには、数字だけでは伝えられな

い社会福祉法人の実態を伝える重要な情報を「脚注」として記載することに

なっています。 

 

 

 

 

 

注 意 この「５．財務三表の様式と科目」は、今後の学習のための参考資

料として扱ってください。今の段階では内容的に難し過ぎるのです。 

「これが分からないから、会計に自信がなくなった」なんて、言わないでく

ださいね。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ｂ／Ｓ等計算書類

に計上される各項

目を、会計では勘定

科目と言います。 
 
 
このあたりは、実務

の中でおいおい分

かってくることで、

今はあまり気にす

る必要はありませ

ん。 
 
｢脚注｣については、

この入門編では取

扱いません。 
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 貸 借 対 照 表  

 平成○年○月○日現在  第５号様式

資  産  の  部 負  債  の  部 

 当年度末 前年度末 増 減  当年度末 前年度末 増 減

流動資産    流動負債    

  現金預金 

  有価証券 

  未収金 

  貯蔵品 

  立替金 

  前払金 

  短期貸付金 

  仮払金 

  その他の流動資産 

   

  短期運営資金借入金

  未払金 

  預り金 

  前受金 

  仮受金 

  ○○引当金 

  その他の流動負債 

   

固定資産    固定負債    

 基本財産    

  建物 

  土地 

  基本財産特定預金 

   

  設備資金借入金 

  長期運営資金借入金

  退職給与引当金 

  ○○引当金 

   

その他の固定資産    負債の部合計    

純  資  産  の  部 

基本金    

  基本金    

国庫補助金等特別積立金    

その他の積立金    

  ○○積立金 
 

 

   

次期繰越活動収支差額    

次期繰越活動収支差額
(うち当期活動収支差額)

   

  建物 

  構築物 

  機械及び装置 

  車輌運搬具 

  器具及び備品 

  土地 

  建設仮勘定 

  権利 

  投資有価証券 

  長期貸付金 

  公益事業会計元入金 

  収益事業会計元入金 
  措置施設繰越特定預金 

  ○○積立預金 

  その他の固定資産 

   

純資産の部合計    

資産の部合計    負債及び純資産の部合計    

  
脚注 

１．減価償却費の累計額    ＊＊＊円 

２．徴収不能引当金の額    ＊＊＊円 

注記 

１．重要な会計方針 

（1）貯蔵品の評価方法              ・・・ 

（2）・・・ 

（以下省略） 
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２．資金収支計算書の様式 

 「会計基準」の第１号様式に定められている資金収支計算書の様式は次の

とおりです。この様式についても、今の段階では理解したり覚えたりする必

要はありません。参考資料として扱ってください。 

 
｢フーン。こんな様

式なのか｣。それで

結構です。 
 

    資 金 収 支 計 算 書 
（自）平成○年○月○日（至）平成○月○月○日        第１号様式 

勘    定    科    目 予  算 決  算 差  異 備  考 
介護保険収入   
利用料収入    
措置費収入    
運営費収入    
私的契約利用料収入   
○○事業収入    
経常経費補助金収入   
寄附金収入    
雑収入     
借入金利息補助金収入   
受取利息配当金収入   
会計単位間繰入金収入   
経理区分間繰入金収入  

    
収 

 

入 

     経常収入計(1)     
人件費支出 
事務費支出 
事業費支出 
借入金利息支出 
経理区分間繰入金支出 

    
支 

 

出 

     経常支出計(2)     

経

常

活

動

に

よ

る

収

支 

   経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     
施設整備等補助金収入 
施設整備等寄附金収入 
固定資産売却収入     収 

入 
     施設整備等収入計(4)     
固定資産取得支出 
元入金支出     支 

出 

     施設整備等支出計(5)     

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 

   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     
借入金収入 
投資有価証券売却収入 
借入金元金償還補助金収入 
積立預金取崩収入 
その他の収入 

    
収 

 

入 

     財務収入計(7)     
借入金元金償還金支出 
投資有価証券取得支出 
積立預金積立支出 
その他の支出 
流動資産評価減等による資金減少額等 

    
支 

 

出 

     財務支出計(8)     

財

務

活

動

に

よ

る

収

支 

   財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     
   予備費(10)     
   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     
     
  前期末支払資金残高(12)     
  当期末支払資金残高(11)+(12)     
（注）予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。 
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３．Ｐ／Ｌ(事業活動収支計算書)の様式 

 「会計基準」の第３号様式に定められているＰ／Ｌの様式は次のとおりで

す。 

 

 
この様式について

も、あくまで参考資

料です。 

事業活動収支計算書 
（自）平成○年○月○日（至）平成○月○月○日        第３号様式 

勘    定    科    目 本年度決算 前年度決算 増  減 
介護保険収入   
利用料収入    
措置費収入    
運営費収入    
私的契約利用料収入   
○○事業収入    
経常経費補助金収入   
寄附金収入    
雑収入     
借入金元金償還補助金収入 
引当金戻入 
国庫補助金等特別積立金取崩額  

   
収 

 

入 

     事業活動収入計(1)    
人件費支出 
事務費支出 
事業費支出 
減価償却費 
徴収不能額 
引当金繰入 

   
支 

 

出 

     事業活動支出計(2)    

事  

業  

活  

動  

収  

支  

の  

部 

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)    
借入金利息補助金収入 
受取利息配当金収入 
会計単位間繰入金収入 
経理区分間繰入金収入 
投資有価証券売却益（売却収入） 
有価証券売却益（売却収入） 

   
収 

 
入 

     事業活動外収入計(4)    
借入金利息支出 
経理区分間繰入金支出 
投資有価証券売却損（売却原価） 
有価証券売却損（売上原価） 
資産評価損 

   
支 

 

出 

     事業活動外支出計(5)    

事
業
活
動
外
収
支
の
部 

      事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)    

           経常収支差額(7)=(3)+(6)    
施設整備等補助金収入 
施設整備等寄附金収入 
固定資産売却益（売却収入） 
国庫補助金等特別積立金取崩額 

   
収 

 

入 

     特別収入計(8)    
基本金組入額 
国庫補助金等特別積立金積立額 
固定資産売却損・処分損（売却原価）    

支 
 

出 

     特別支出計(9)    

特  

別  

収  

支  

の  

部 

      特別収支差額(10)=(8)-(9)    

           当期活動収支差額(11)=(7)+(10)    
(次頁へ続く)     
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前期繰越活動収支差額(12)    

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)    
基本金取崩額(14) 
基本金組入額(15) 
その他の積立金取崩額(16) 
その他の積立金積立額(17) 
 

   

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)    

脚注 
  ○○積立金取崩額のうち、○○円は、○○の支出に充てるために、○○積立金の目的外取崩額である。 

 
  
４．資金収支とＰ／Ｌ、様式の対比 

 第１号様式と第３号様式。よく似ていますね。そこで以下に第 1号様式と

第３号様式の対比を示します。 

 それぞれ他の様式に記載されない科目については   （枠）で囲み、記

載場所が異なる科目には   （網掛け）をしたうえで、他の様式では、ど

この部分に記載されているかを斜体で記載してあります。 

 

  
第1号様式 資金収支計算書 第３号様式 事業活動収支計算書（Ｐ／Ｌ） 
介護保険収入 
利用料収入 
措置費収入 
運営費収入 
私的契約利用料収入 
○○事業収入 
経常経費補助金収入 
寄附金収入 
雑収入 

介護保険収入 
利用料収入 
措置費収入 
運営費収入 
私的契約利用料収入 
○○事業収入 
経常経費補助金収入 
寄附金収入 
雑収入 

借入金元金償還補助金収入 財務活動収入 
 引当金戻入 

国庫補助金等特別積立金取崩額 
 

収 
 
 
 
 

入 

     事業活動収入計(1) 

 

人件費支出 
事務費支出 
事業費支出 
減価償却費 

 

 

 

徴収不能額 財務活動支出(流動資産評価減等)
 

引当金繰入 
 

支 
 

出 

     事業活動支出計(2) 

事 

業 

活 

動 

収 

支 

の 

部 

           事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 

借入金利息補助金収入 
受取利息配当金収入 
会計単位間繰入金収入 
経理区分間繰入金収入 

借入金利息補助金収入 
受取利息配当金収入 
会計単位間繰入金収入 
経理区分間繰入金収入  

収 
 
 
 
 

入 

     経常収入計(1) 投資有価証券売却益(売却収入) 
有価証券売却益(売却収入) 

財務活動収入
財務活動支出

収 
 

入 

     事業活動外収入計(4) 
借入金利息支出 
経理区分間繰入金支出 
投資有価証券売却損(売却原価)  
有価証券売却損（売上原価） 
資産評価損 財務活動支出 

人件費支出 
事務費支出 
事業費支出 
借入金利息支出 
経理区分間繰入金支出 

支
出 

     事業活動外支出計(5) 

経 
常 

活 

動 

に 

よ 

る 

収 

支 
 

出 

     経常支出計(2) 

事
業
活
動
外
収
支
の
部 

      事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 
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 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            経常収支差額(7)=(3)+(6) 
施設整備等補助金収入 
施設整備等寄附金収入 
固定資産売却収入 
 

 

施設整備等補助金収入 
施設整備等寄附金収入 
固定資産売却益（売却収入） 
国庫補助金等特別積立金取崩額 

収 
 

入 

施設整備等収入計(4)  

収 
 

入 

特別収入計(8) 

固定資産取得支出 

元入金支出 
 

基本金組入額 
固定資産売却損・処分損（売却原価） 
国庫補助金等特別積立金積立額 

支 

出 

施設整備等支出計(5)  

支 

出 

特別支出計(9) 

特  

別  

収  

支  

の  

部 特別収支差額(10)=(8)-(9) 

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 

借入金収入  
投資有価証券売却収入 事業活動外収入

借入金元金償還補助金収入 事業活動収入 

積立預金取崩収入 
その他の収入 

 

収 
 

入 

     財務収入計(7) 
借入金元金償還金支出 
投資有価証券取得支出 
積立預金積立支出 
その他の支出 

当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 

流動資産評価減等による資金減少額等 前期繰越活動収支差額(12) 

支 
 

出 

     財務支出計(8) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 

財
務
活
動
に
よ
る
収
支 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 

  予備費(10) 

  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 

 

前期末支払資金残高(12) 

基本金取崩額(14) 
基本金組入額(15) 
その他の積立金取崩額(16) 
その他の積立金積立額(17) 

当期末支払資金残高(11)+(12) 

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

 
 

 

 ２０頁で書きましたように、二つの収支計算書は同じ部分が結構多いので  

す。 

 しかし資金収支計算書には出てくるけれどもＰ／Ｌには出てこない収支も

あれば、逆にＰ／Ｌにのみ出てきて資金収支計算書には出てこない収支もある

ので、その内容は必ずしも一致しません。 

 その上、上の表に見ますように、「会計基準」で定められた様式では、記載

順序も異なる科目があるために、余計に難しく感じるのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
どのような収支が

異なっていたので

しょうか？ 
上の表では (枠)
で囲んだ部分です

ね。記載順序が異

なる科目は、上の

表で網掛けしてあ

る科目です。 
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５．Ｂ／Ｓ科目の説明 

 以下に第５号様式の科目の説明を示します（「会計基準」別表３の要約で

す）。中科目が一つだけで大科目と同じものについては、中科目を省略して

います。 

 なお、以下の説明を初めからすべて読む必要は有りません。必要に応じて

参照してください。「だんだんと、理解できて行く」。それでイイのです。 

何もかもを、一度に

理解したり覚えたり

しなくては・・と思

うと、勉強がイヤに

なってしまいます。 

  

〔大 区 分〕 

 中 区 分 
説         明 

＜資産の部＞  

〔流動資産〕  
 現 金 預 金  現金(硬貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公

庁の支払通知書等)及び、預貯金(当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯
金、金銭信託等) 

 有 価 証 券  市場性のある有価証券で一時的に所有するもの 
 未 収 金  事業活動等に伴う収入のうち未回収の債権額 
 貯 蔵 品  消耗品等で未使用の物品 
 立 替 金  一時的に立替払いをした場合の債権額 
 前 払 金  物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前払額 
 短 期 貸 付 金  貸付期間が1年以内の金銭の貸付債権 
 仮 払 金  処理すべき科目・金額が確定しない場合の支出を一時的に処理する科目 
 その他の流動資産  以上のいずれの勘定科目にも属さない流動資産 

〔固定資産〕 

（基本財産） 

 

定款において基本財産と定められたもの 
 建 物  建物付属設備を含む 
 土 地   
 基本財産特定預金  法人が基本財産と定めた現金預金等 

（その他の固定資産） 基本財産以外の固定資産 
 建 物  建物付属設備を含む 
 構 築 物  建物以外の土地に固着している建造物 
 機 械 及 び 装 置   
 車 輌 運 搬 具  バス、乗用車、入浴車等 
 器 具 及 び 備 品  取得価額が１０万円以上で、耐用年数が1年以上のものに限る 
 土 地   
 建 設 仮 勘 定  建設又は製作中の固定資産にかかわる支出額 
 権 利  無形の法律上又は契約上の権利 
 投 資 有 価 証 券  長期的に所有する有価証券で流動資産に属さないもの 
 長 期 貸 付 金  貸付期間が1年を超える金銭の貸付債権 
 公益事業会計元入金  新規に公益事業を開始するため、あるいは拡大するために拠出した金額 
 収益事業会計元入金  新規に収益事業を開始するため、あるいは拡大するために拠出した金額 
 措置施設繰越特定預金 措置施設において将来の支出に充てるため繰り越された現金預金等 
 ○ ○ 積 立 預 金  将来における特定の目的のために積立てた現金預金等 

積立預金の目的を示す科目で記載 
 その他の固定資産  以上のいずれの勘定科目にも属さない資産 

  

＜負債の部＞  

〔流動負債〕  
 短期運営資金借入金  借入期間が1年以内の経常経費に係る借入債務 
 未  払  金  事業活動等に伴う費用等の未払債務 
 預  り  金  各種の一時的な預り金額 
 前  受  金  物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額 
 仮  受  金  処理すべき科目・金額が確定しない場合の収入を一時的に処理する科目 
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 ○ ○ 引 当 金  会計基準第29条に規定する引当金 引当金の内容を示す科目で記載 
 その他の流動負債  以上のいずれの勘定科目にも属さない流動負債 

〔固定負債〕  
 設 備 資 金 借 入 金  借入期間が1年を超える施設整備等に係る借入債務 
 長期運営資金借入金  借入期間が1年を超える経常経費に係る借入債務 
 退 職 給 与 引 当 金  会計基準第28条に規定する退職給与引当金 
 ○ ○ 引 当 金  会計基準第29条に規定する引当金 引当金の内容を示す科目で記載 

＜純資産の部＞  

〔基 本 金〕  
 基  本  金  会計基準第31条各号に規定された基本金 

〔国庫補助金等特別積立金〕  
 国庫補助金等特別積立金 会計基準第33条に規定された国庫補助金等特別積立金 

〔その他の積立金〕  
 ○ ○ 積 立 金  会計基準第35条に規定されたその他の積立金 積立目的を示す科目で記載

〔次期繰越活動収支差額〕  
 次期繰越活動収支差額 事業活動収支計算書に計上された次期繰越活動収支差額 

 

 
６．資金収支とＰ／Ｌ、科目の説明 

 以下に第 1号様式と第３号様式の科目の説明を示します。 

 「○」印は資金収支計算書とＰ／Ｌの両者共通科目、「資金」は資金収支

計算書単独科目、「Ｐ／Ｌ」はＰ／Ｌ単独科目です。科目の配列順は資金収

支計算書を優先しています。また中科目が一つだけで大科目と同じものにつ

いては、中科目を省略しています。 

 

｢会計基準｣別表１

と別表２の要約で

す。 

初めから以下の説

明をすべて読む必

要はありません。参

照のための資料と

して扱ってくださ

い。 
  

[大 区 分] 区
分  中 区 分 

説         明 

 1．収入の部  

○ [介護保険収入] 介護保険制度に基づく報酬等 
○ [利用料収入]  
○ 
○ 

 
利用料収入 
利用者負担金収入 

利用者からの利用科(代理受領を含む)による収入（利用者負担金を除く）

契約に伴う施設利用料のうち、利用者本人の負担による収入 
○ [措置費収入]  
○ 
○ 

 事務費収入 
事業費収入 

措置費支弁額中の人件費及び管理費にかかる収入 
措置費支弁額中の入所者の処遇に必要な一般生活費等に係る収入

○ [運営費収入] 保育所等における保育の実施等に関する運営費収入 
○ [私的契約利用料収入] 措置施設等における私的契約に基づく利用収入 
○ [○○事業収入] 事業の内容を示す科目で記載 
○ [経常経費補助金収入] 経常経費に係る地方公共団体からの補助金収入 
○ [寄附金収入] 経常経費に対する寄附金品 
○ [雑 収 入] 経常経費による収入で他のいずれの収入科目にも属さない収入 
○ [借入金利息補助金収入] 設備資金借入金利息に係る地方公共団体からの補助金収入 
○ [受取利息配当金収入] 預貯金、有価証券、貸付金等の利息及び配当金等の収入 
○ [会計単位間繰入金収入]  
○ 
○ 

 公益事業会計繰入金収入 
収益事業会計繰入金収入 

}各事業会計からの繰入金収入 

○ [経理区分間繰入金収入] 社会福祉事業会計内における他の経理区分からの繰入金収入 
P/L [引当金戻入]  
P/L 
P/L 
P/L 

 徴収不能引当金戻入 
退職給与引当金戻入 
○○引当金戻入 

}各引当金の戻入額 
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P/L [国庫補助金等特別積立金取崩額] 会計基準第34条に規定された国庫補助金等特別積立金の取崩額 
○ [施設整備等補助金収入]  
○ 
○ 

 施設整備補助金収入 
設備整備補助金収入 

}施設・設備の整備にかかる地方公共団体等からの補助金収入 

○ [施設整備等寄附金収入]  
○ 
○ 

 施設整備等寄附金収入 
施設整備等借入金償還寄附金収入 

施設・設備の整備にかかる寄附金 
施設・設備の整備にかかる借入金の償還にかかる寄附金 

資金 [固定資産売却収入]  

}各資産の売却による収入 
資金 
資金 
資金 

 器具及び備品売却収入 
車輌運搬具売却収入 
○○売却収入 売却した資産等の内容を示す科目で記載 

P/L [固定資産売却益(売却収入)]  
P/L  器具及び備品売却益(売却収入) 

P/L  車両運搬具売却益(売却収入) 
}各資産を売却した場合の売却益  売却収入・売却原価の両建も可

P/L  ○○売却益(売却収入) 売却資産の名称等売却の内容を示す科目で記載 
資金 [借入金収入]  
資金  設備資金借入金収入 設備資金借入金の受入額 
資金  長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金の受入額 
資金 [投資有価証券売却収入] 売却した投資有価証券の売却収入総額 
P/L [投資有価証券売却益(売却収入)] 投資有価証券の売却益 売却収入・売却原価の両建も可 
○ [借入金元金償還補助金収入] 設備資金借入金償還金にかかる地方公共団体からの補助金収入 
資金 [積立預金取崩収入]  
資金  ○○積立預金取崩収入 積立預金の取崩しによる収入 積立預金の目的等を示す科目で記載
資金 [その他の収入]  
資金 
資金 

 長期貸付金回収収入 
○○収入 

長期貸付金の回収収入 
財務活動による収入で他のいずれの収入科目にも属さない収入 

 2．支出の部   

○ [人件費支出]   
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

 役員報酬 
職員俸給 
職員諸手当 
非常勤職員給与 

退職金 
退職共済掛金 
法定福利費 

役員に支払う報酬、諸手当 
常勤職員に支払う俸給 
常勤職員に支払う諸手当 
非常勤職員に支払う給与 
法人の職員退職給与制度による退職給与として支払う金額 
法人が加入している退職共済制度に基づいて法人が負担する掛金 
法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用

○ [事務費支出] 本部及び施設の運営事務に要する人件費以外の費用 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

 福利厚生費 
旅費交通費 
研修費 
消耗品費 
器具什器費 
印刷製本費 
水道光熱費 
燃料費 
修繕費 
通信運搬費 
会議費 
広報費 
業務委託費 
手数料 
損害保険料 
賃借料 
租税公課 
○○費 
雑費 

役職員の健康診断その他福利厚生のための費用 
業務に係る役職員の出張旅費及び交通費 
役職員に対する教育訓練に直接要した費用 
事務に必要な用紙、文房具等の消耗品のうち、固定資産の購入に該当しない消費額
事務に必要な器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額 
事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷代及び製本代 
事務用の電気、ガス、水道等の使用料 
事務用の灯油、重油等の燃料費及び自動車用燃料費 
建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用．資本的支出を含まない 
電話、電報、ﾌｧｯｸｽの使用科及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する費用 
会議時における茶菓子代、食事代等 
法人の広告料、パンフレット作成費等の諸費用 
洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など業務の一部を他に委託するための費用

役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のもの 
建物、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料 
事務に必要な器具及び備品、会場等の賃料 
法人が負担する租税公課 
費用の内容を示す科目で記載 
事務費のうち他のいずれにも属さない費用 

○ [事業費支出] 利用者の処遇に直接要する費用 
○  給食費 食材及び食品の費用（給食業務を外部委託している施設にあっては、材料費を計上する） 

○  保健衛生費 施設内医療用医薬品等の購入費及び利用者の健康診断実施、施設内消毒等に要する費用 

○ 
○ 

 被服費 
教養娯楽費 

利用者の衣類、寝具等を購入するための費用 
利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の設備購入及び行楽演芸会等の費用
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○ 
○ 

 日用品費 
保育材料費 

利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品の費用 
保育に必要な文具材料、絵本等の費用及び運動会等の行事を実施するための費用

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

 本人支給金 
水道光熱費 
燃料費 
消耗品費 
器具什器費 
賃借料 
教育指導費 
就職支度費 
医療費 
葬祭費 
○○費 
雑費 

利用者に小遣いその他の経費として現金支給した額 
利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の使用料 
利用者に直接必要な灯油、重油等の燃料及び自動車用燃料費 
利用者処遇に直接使用する消耗品のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額 

利用者処遇に直接使用する器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額 

利用者が利用する器具及び備品等の賃料 
利用者に対する教育訓練に直接要した費用 
児童等の就職に際し必要な被服寝具類の購入に要した費用 
利用者が傷病のために医療機関等で診療等をうけた場合の診療報酬等 
利用者が死亡した場合の葬祭に要した費用 
費用の内容を示す科目で記載 
事業費のうち他のいずれにも属さない費用 

P/L [減価償却費]  会計基準第26条による減価償却の額 
P/L [引当金繰入]   
P/L 
P/L 
P/L 

 退職給与引当金繰入 
徴収不能引当金繰入 
○○引当金繰入 

}会計基準第28・27条により各引当金に繰入れる額 

会計基準第29条によりその他の引当金に繰入れる額 具体的な内容を示す科目で記載 

○ [借入金利息支出] 設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息
○ [経理区分間繰入金支出]  社会福祉事業会計における他の経理区分への繰入金支出 
P/L [投資有価証券売却損（売却原価）] 投資有価証券の売却損 売却収入・売却原価の両建も可 
P/L [基本金組入額] 会計基準第31条第1～3項に規定された基本金の組入れ額
資金 [固定資産取得支出]  

}各資産を取得するための支出 資金 
資金 
資金 

 建物取得支出 
車輌運搬具取得支出 
○○取得支出 取得資産等の内容を示す科目で記載 

P/L [固定資産売却損・処分損（売却原価）]  

}各資産の売却損又は処分損 売却原価と売却収入の両建も可 
P/L 
P/L 
P/L 

 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)

車両運搬具売却損・処分損(売却原価)

○○売却損・処分損(売却原価) 売却又は処分した資産の名称等、売却損又は処分損の内容を示す科目で記載 

P/L [国庫補助金等特別積立金積立額] 会計基準第33条に規定された国庫補助金等特別積立金の積立額 

資金 [元入金支出]  
資金 
資金 

 公益事業会計元入金支出 
収益事業会計元入金支出 

}本部経理区分から各事業会計に対する元入金の繰入支出 

資金 [借入金元金償還金支出]  
資金 
資金 

 設備資金借入金償還金支出 
長期運営資金借入金償還金支出 

}各借入金の元金償還額 

資金 [投資有価証券取得支出] 投資有価証券を取得するための支出 
資金 [積立預金積立支出]  
資金  ○○積立預金積立支出 積立預金への積立てによる支出 積立預金の目的を示す科目で記載 

資金 [その他の支出]  
資金 
資金 

 長期貸付金支出 
○○支出 

長期貸付金の支出 
支出の内容を示す科目で記載 

資金 [流動資産評価減等による資金減少額等]  
P/L [徴収不能額]   

金銭債権のうち徴収不能として処理した額 ○ 
資金 
資金 

 徴収不能額 
有価証券売却益 
有価証券売却損 

}有価証券の売却益(又は損)＝（売却による入金額－有価証券の原価）

P/L [有価証券売却益(売却収入)] 
P/L [有価証券売却損(売却原価)] 

}有価証券の売却益(又は損) 売却収入・売却原価の両建も可 

P/L [資産評価損]  
○ 
○ 

 有価証券評価損 
○○評価損 

流動資産の会計基準第25条に規定された評価損 
具体的な内容を示す科目で記載 

 3．繰越活動収支差額の部  
P/L [基本金取崩額] 会計基準第32条に規定された基本金の取崩額 
P/L [基本金組入額] 会計基準第31条第４項に規定された基本金の組入れ額 
P/L [その他の積立金取崩額] 会計基準第35条第３～４項に規定されたその他の積立金の取崩額
P/L [その他の積立金積立額] 会計基準第35条第１項に規定されたその他の積立金の積立額  
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